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原 議 保 存 期 間 1 0 年

（平成36年３月31日まで）

各都道府県警察の長 殿 警察庁丙生企発第114号

（参考送付先） 平 成 2 5 年 1 0 月 ２ 日

庁内各局部課長 警 察 庁 生 活 安 全 局 長

各附属機関の長

各地方機関の長

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する規則の施行につ

いて（通達）

この度、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する規則（平成

25年国家公安委員会規則第12号。別添参照。以下「改正規則」という。）が制定され、平

成25年10月３日から施行されることとなった。その趣旨及び概要は下記のとおりであるの

で、事務処理上遺憾のないようにされたい。

なお、以下この通達において、「規則」とは改正規則による改正後のストーカー行為等

の規制等に関する法律施行規則（平成12年国家公安委員会規則第18号）をいう。

記

１ 改正の趣旨

ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律（平成25年法律第73号。

以下「改正法」という。）により、警告及び禁止命令等に係る通知制度並びに警告を求

める旨の申出をした者（以下「警告の申出をした者」という。）による禁止命令等の申

出制度が新設されるとともに、警告又は仮の命令（以下「警告等」という。）をするこ

とができる警察本部長等及び禁止命令等をすることができる都道府県公安委員会の範囲

が拡大された。

これらの改正が平成25年10月３日から施行されることに伴い、ストーカー行為等の規

制等に関する法律施行規則に所要の改正を行うものである。

２ 改正の概要

(1) 警告及び禁止命令等の申出をした者に対する通知制度関係（規則第３条、第７条、

別記様式第３号及び別記様式第６号関係）

警察本部長等が警告をしなかった場合及び都道府県公安委員会が禁止命令等をしな

かった場合に、警告又は禁止命令等の申出をした者に対して交付する通知書の様式を

定めた。

(2) 警告の申出をした者による禁止命令等の申出制度関係（規則第５条及び別記様式第

４号関係）

警告の申出をした者による禁止命令等の申出の受理について、禁止命令等申出書の

提出を受けること又は禁止命令等申出書を警察職員が代書することにより行うことと

するとともに、当該禁止命令等申出書の様式を定めた。

(3) 警告等をすることができる警察本部長等及び禁止命令等をすることができる都道府
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県公安委員会の範囲の拡大関係

警告等をすることができる警察本部長等及び禁止命令等をすることができる都道府

県公安委員会の範囲が拡大されたことに伴い、警告等を受けた者及び警告の申出をし

た者について、住所に加えて居所も把握するため、次の改正を行った。

ア 警告等をした場合の都道府県公安委員会への報告事項の追加（規則第４条及び第

９条関係）

警察本部長等が警告等をしたときの都道府県公安委員会への報告事項に、警告等

を受けた者及び警告の申出をした者の居所を追加した（警告等を受けた者について

は、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときに限る。）。

イ 警告の申出をした者による警察署長への届出事由の追加等（規則第10条関係）

警告の申出をした者が警察署長に届出をしなければならない場合として、居所を

移転しようとする場合を加え、それに伴い、届出事項として居所を、届出先として

居所の所在地を管轄する警察署長を、それぞれ追加した。

また、警告の申出をした者が住所又は居所を移転した場合の警察署長への届出を、

書面によらず、それぞれ口頭等でも行えることとした。

ウ 警告等を受けた者等が住所又は居所を移転した場合の他の都道府県公安委員会へ

の通知事項の追加（規則第13条関係）

警告等を受けた者又は警告の申出をした者が住所又は居所を他の都道府県公安委

員会の管轄区域内に移転した場合における当該他の都道府県公安委員会への通知事

項に、警告等を受けた者及び警告の申出をした者の居所を追加した（警告等を受け

た者については、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときに限る。）。

エ 各種様式における居所に関する記載の追加（規則別記様式第１号、別記様式第２

号、別記様式第５号、別記様式７号及び別記様式第８号関係）

警告申出書、警告書、禁止等命令書、仮命令書及び援助申出書に、それぞれ居所

に関する記載を追加した。

(4) 経過措置（改正規則附則第２条関係）

改正規則により各種様式が改正等されたところであるが、改正規則の施行の際に既

に提出され又は交付されている改正前の様式による書面は、改正後の様式による書面

とみなすこととされた。
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（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

○

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
警
告
に
係
る
通
知
の
書
面
）

第
三
条

法
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
三
号
の
通
知
書
に

（
新
設
）

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
警
告
に
関
す
る
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
事
項
）

（
警
告
に
関
す
る
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
事
項
）

第
四
条

法
第
四
条
第
五
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

第
三
条

法
第
四
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

警
告
を
受
け
た
者
の
住
所
（
日
本
国
内
に
住
所
が
な
い
と
き
又
は
住
所
が
知
れ

二

警
告
を
受
け
た
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

な
い
と
き
は
居
所
。
第
九
条
第
二
号
及
び
第
十
三
条
に
お
い
て
「
住
所
等
」
と
い

う
。
）
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

三

警
告
の
申
出
を
し
た
者
の
住
所
、
居
所
及
び
氏
名

三

警
告
の
申
出
を
し
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

四
〜
六

（
略
）

四
〜
六

（
略
）

（
禁
止
命
令
等
の
申
出
の
受
理
）

第
五
条

法
第
五
条
第
一
項
の
申
出
の
受
理
は
、
別
記
様
式
第
四
号
の
禁
止
命
令
等
申

（
新
設
）

出
書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
（
当
該
申
出
が
口
頭
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
別
記
様
式
第
四
号
の
禁
止
命
令
等
申
出
書
に
記
入
を
求
め
、
又
は
警
察
職
員
が
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代
書
す
る
こ
と
に
よ
り
）
、
行
う
も
の
と
す
る
。

（
禁
止
命
令
等
の
方
法
）

（
禁
止
命
令
等
の
方
法
）

第
六
条

法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
禁
止
命
令
等
（
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に

第
四
条

法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
禁
止
命
令
等
（
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に

よ
り
行
う
も
の
を
含
む
。
以
下
「
禁
止
命
令
等
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
五

よ
り
行
う
も
の
を
含
む
。
以
下
「
禁
止
命
令
等
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
三

号
の
禁
止
等
命
令
書
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

号
の
禁
止
等
命
令
書
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
禁
止
命
令
等
に
係
る
通
知
の
書
面
）

第
七
条

法
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
六
号
の
通
知
書
に

（
新
設
）

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
仮
の
命
令
の
方
法
）

（
仮
の
命
令
の
方
法
）

第
八
条

法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
仮
の
命
令
（
以
下
「
仮
の
命
令
」
と
い
う
。

第
五
条

法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
仮
の
命
令
（
以
下
「
仮
の
命
令
」
と
い
う
。

）
は
、
別
記
様
式
第
七
号
の
仮
命
令
書
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

）
は
、
別
記
様
式
第
四
号
の
仮
命
令
書
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

緊
急
を
要
し
仮
命
令
書
を
交
付
す
る
い
と
ま
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
仮
の
命

緊
急
を
要
し
仮
命
令
書
を
交
付
す
る
い
と
ま
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
仮
の
命

令
の
内
容
が
複
雑
な
も
の
で
な
い
と
き
は
、
口
頭
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

令
の
内
容
が
複
雑
な
も
の
で
な
い
と
き
は
、
口
頭
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
仮
の
命
令
に
関
す
る
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
事
項
）

（
仮
の
命
令
に
関
す
る
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
事
項
）

第
九
条

法
第
六
条
第
四
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

第
六
条

法
第
六
条
第
四
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

仮
の
命
令
を
受
け
た
者
の
住
所
等
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

二

仮
の
命
令
を
受
け
た
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

三

警
告
の
申
出
を
し
た
者
の
住
所
、
居
所
及
び
氏
名

三

警
告
の
申
出
を
し
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
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四
〜
七

（
略
）

四
〜
七

（
略
）

（
住
所
又
は
居
所
の
移
転
に
関
す
る
警
察
署
長
へ
の
届
出
）

（
住
所
の
移
転
に
関
す
る
警
察
署
長
へ
の
届
出
）

第
十
条

警
告
の
申
出
を
し
た
者
は
、
警
察
署
の
管
轄
区
域
を
異
に
し
て
住
所
又
は
居

第
七
条

警
告
の
申
出
を
し
た
者
は
、
警
察
署
の
管
轄
区
域
を
異
に
し
て
住
所
を
移
転

所
を
移
転
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
移
転
後
の
住
所
又
は
居
所
を
現
在
の
住
所
又
は

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
五
号
の
住
所
移
転
届
出
書
を
現
在
の
住
所
地

居
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

を
管
轄
す
る
警
察
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
警
告
の
申

当
該
警
告
の
申
出
に
係
る
事
案
に
関
す
る
法
第
五
条
第
二
項
の
聴
聞
が
終
了
し
て
い

出
に
係
る
事
案
に
関
す
る
法
第
五
条
第
二
項
の
聴
聞
が
終
了
し
て
い
る
場
合
（
当
該

る
場
合
（
当
該
聴
聞
に
係
る
禁
止
命
令
等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
を
除
く
。
）
又

聴
聞
に
係
る
禁
止
命
令
等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
を
除
く
。
）
又
は
法
第
六
条
第

は
法
第
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
意
見
の
聴
取
が
終
了
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限

六
項
の
意
見
の
聴
取
が
終
了
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

り
で
な
い
。

（
援
助
の
申
出
の
受
理
）

（
援
助
の
申
出
の
受
理
）

第
十
一
条

法
第
七
条
第
一
項
の
申
出
の
受
理
は
、
警
察
本
部
長
等
が
別
記
様
式
第
八

第
八
条

法
第
七
条
第
一
項
の
申
出
の
受
理
は
、
警
察
本
部
長
等
が
別
記
様
式
第
六
号

号
の
援
助
申
出
書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
（
当
該
申
出
が
口
頭
に
よ
る
も
の

の
援
助
申
出
書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
（
当
該
申
出
が
口
頭
に
よ
る
も
の
で

で
あ
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
八
号
の
援
助
申
出
書
に
記
入
を
求
め
、
又
は
警
察
職

あ
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
六
号
の
援
助
申
出
書
に
記
入
を
求
め
、
又
は
警
察
職
員

員
が
代
書
す
る
こ
と
に
よ
り
）
、
行
う
も
の
と
す
る
。

が
代
書
す
る
こ
と
に
よ
り
）
、
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

（
公
安
委
員
会
の
通
知
事
項
）

（
公
安
委
員
会
の
通
知
事
項
）

第
十
三
条

法
第
十
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
表

第
十
条

法
第
十
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
表
の

の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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警
告

一

（
略
）

警
告

一

（
略
）

二

警
告
を
受
け
た
者
の
住
所
等
（
移
転
し
た
場
合
は
、
移
転
後

二

警
告
を
受
け
た
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

の
住
所
等
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
氏
名
及
び
生

年
月
日

三

警
告
の
申
出
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
（
移
転
し
た
場
合
は

三

警
告
の
申
出
を
し
た
者
の
氏
名
及
び
移
転
後
の
住
所

、
移
転
後
の
住
所
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
居

所
（
移
転
し
た
場
合
は
、
移
転
後
の
居
所
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

仮
の
命
令

一

（
略
）

仮
の
命
令

一

（
略
）

二

仮
の
命
令
を
受
け
た
者
の
住
所
等
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

二

仮
の
命
令
を
受
け
た
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

三

警
告
の
申
出
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
居
所

三

警
告
の
申
出
を
し
た
者
の
氏
名
及
び
移
転
後
の
住
所

四
〜
六

（
略
）

四
〜
六

（
略
）
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（
新
設
）
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（
新
設
）
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（
新
設
）
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（
廃
止
）
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